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7 1・8・15 各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。

９
月
の
相
談
日

ところ・問合先と　き相談名
広報秘書課広聴係（市役所第二
庁舎１階☎０４２－３８７－９８１８）

月曜～金曜日
（市役所執務時間内）市 民 相 談

渇ところ＝市民相談室

渇予約が必要です

渇法律相談、交通事故相談は、
８月１６日から、直接または電話
で受け付け
法律相談は各日とも６人

渇外国人相談は、相談日の１週
間前までに、直接または電話で
受け付け（For English consul 
tations, reservation by phone 
or in person is requested a 
week in advance.）

渇その他の相談は、相談日の当
日午前９時～正午に、直接また
は電話で受け付け

渇広報秘書課広聴係（☎０４２－
３８７－９８１８）へ予約してくださ
い

 随  時 
ずい じ

（Irregular）
 外  国  人  相  談 
がい こく じん そう だん

（English）

午前９時
～正午

９月３・５・１０・１２・１７・
１９・２４・２６日法 律 相 談

い
ず
れ
も
午
後
１
時　

分
か
ら

３０

９月１１・２５日税 務 相 談

９月１７日人 権 ・
身 の 上 相 談

９月４日建築・登記・
表示登記相談

９月１９日行 政 相 談

９月１８日相続等暮らしの
書類作成相談

９月１０日交通事故相談

９月３日年金・労務・成
年後見制度相談

渇ところ＝市民相談室
渇企画政策課男女共同参画室
（☎０４２－３８７－９８５３）へ予約し
てください

９月６・１２・１３・２０・２７日
午後１時３０分～４時３０分
※保育あり（１歳以上の未就学児。要
事前申込）

女性総合相談
（夫婦・家族・
人 間 関 係 ）

子育て支援課（市役所第二庁舎
３階☎０４２－３８７－９８３６）

月曜～金曜日
（市役所執務時間内）

ひ と り 親 ・
女 性 相 談

教育相談所（本町６－５－３シ
ャトー小金井別館３階☎０４２－
３８４－２５０８）

月曜～土曜日
午前９時～午後４時３０分教 育 相 談

経済課（市役所第二庁舎４階☎
０４２－３８４－４９９９）

月曜～金曜日
午前９時３０分～午後４時
（正午～午後１時を除く）

消費生活相談

労働相談情報センター国分寺事
務所（国分寺市南町３－２２－１０
☎０４２－３２１－６１１０）

月曜～金曜日
午前９時～午後５時労 働 相 談

ところ・問合先と　き相談名

渇小金井きた地域包括支援センター
（桜町１－９－５☎０４２－３８８－２４４０）

渇小金井みなみ地域包括支援センター
（前原町５－３－２４☎０４２－３８８－８４００）

渇小金井ひがし地域包括支援センター
（中町２－１５－２５☎０４２－３８６－６５１４）

渇小金井にし地域包括支援センター
（貫井北町２－５－５☎０４２－３８６－７３７３）

月曜～土曜日
午前９時～午後５時３０分

高 齢 者 介 護
相 談

火曜日＝小金井ひがし地域包括支
援センター
第２木曜日＝小金井みなみ地域包
括支援センター
第４木曜日＝小金井きた地域包括
支援センター
いずれも午後１時１５分～５時１５分
※電話で各地域包括支援センター
へ予約してください

高 齢 者 向 け
住宅改修相談

まちづくり推進課住宅係
（市役所第二庁舎５階☎０４２－３８７－９８６１）
へ１週間前までに予約してください

第２木曜日
午後１時３０分～４時３０分

木 造 住 宅
耐 震 相 談

シルバー人材センター
（貫井北町１－８－２１☎０４２－３８３－６１４１）

第１・第２木曜日（祝日を除く）
午前１０時～正午
（午前１０時までに来所の方）

シルバー人材
セ ン タ ー
入 会 相 談

福祉オンブズマン事務局
（市役所第二庁舎８階８０２会議室☎ ＝０４２
－３８３－１２２５）へ予約してください

FAX水曜日
午後１時～５時

福祉サービス
苦 情 ・ 相 談

渇ところ＝東小金井事業創造センター
（梶野町１－２－３６）
渇同センターホームページ
（http://ko-to.info/）申込フォームまた
は電話（☎０４２２－３１－２０４０）で予約してく
ださい

月曜～金曜日
午前１０時～午後６時

創 業 相 談
店舗・事務所
物件探し相談

自立相談サポートセンター
（本町５－３６－１７☎０４２－３８６－０２９５）

月曜～金曜日
午前８時３０分～午後５時

生 活 困 窮 者 
自 立 相 談

渇自立相談サポートセンター
（本町５－３６－１７☎０４２－３８６－０２９５）
渇予約制（１日２組まで）

第４火曜日
午前１０時３０分～午後１時

ひ き こ も り
相 談

令和元年度所得制限基準額（平成３０年中の所得）

３人２人１人０人扶養親族等の数

４７４万４千円４３６万４千円３９８万４千円３６０万４千円基　準　額

※所得制限基準額は、所得額から各種控除を差し引いた額になります。な
お、控除額は、所得税、市・都民税等の控除額と若干異なります

　

都
で
は
、
重
度
の
心
身
障
が

い
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
医
療

費
の
一
部
を
助
成
す
る
心
身
障

害
者
医
療
費
助
成
制
度
（ 

医

療
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
現

在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
、
有

効
期
限
が
８
月　

日
（
一
部
の

３１

方
を
除
く
）
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

受
給
者
の
う
ち
、
平
成　

年
３０

中
の
所
得
が
左
下
表
の
令
和
元

年
度
所
得
制
限
基
準
額
以
下

で
、
い
ず
れ
か
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
方
に
は
、
９
月
１
日
か
ら

使
用
す
る
新
し
い
受
給
者
証
を

８
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
ま

た
、
所
得
制
限
基
準
額
を
超
え

た
等
の
理
由
で
更
新
で
き
な
い

方
に
は
、
そ
の
理
由
を
記
し
た

助
成
事
由
消
滅
通
知
書
を
郵
送

し
ま
す
。

【
新
規
に
申
請
す
る
方
】

　

次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当

す
る
方
は
、
申
請
に
よ
り
新
た

に
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▽
小
金
井
市
に
住
民
登
録
し
て

い
る　

歳
未
満
の
方
（
一
部
特

６５

例
あ
り
）

▽
国
民
健
康
保
険
な
ど
、
い
ず

れ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方

▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

（
内
部
障
が
い
の
場
合
は
３
級

ま
で
）
、
愛
の
手
帳
１
・
２

度
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
の
い
ず
れ
か
を
取
得
し

て
い
る
方

※
内
部
障
が
い
は
、
心
臓
、
じ

障

ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、

直
腸
、
小
腸
、
肝
臓
、
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫

の
障
が
い
で
す

▽
申
請
者
本
人
の
所
得
（
平
成

　

年
中
）
が
、
左
表
の
所
得
制

３０限
基
準
額
以
下
の
方
。
た
だ

し
、　

歳
未
満
の
方
は
、
そ
の

２０

方
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

の
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険

で
は
世
帯
主
）
の
所
得
が
基
準

額
以
下
の
方

 

▽
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
▽
旧
受

給
者
証
や
転
出
・
死
亡
等
で
資

格
を
失
っ
た
方
の
受
給
者
証

は
、
必
ず
返
却
し
て
く
だ
さ
い

 

自
立
生
活
支
援
課
障
害
福
祉

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎

　

儿　

儿
９
８
４
２
）

０４２

３８７

他問

９
月
に 

受
給
者
証

 

が
更
新

障

心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度

　株式会社セブン栗イレブン・ジャパン
および株式会社イトーヨーカ堂との「地
域活性化包括連携協定」の締結に基づき、
障がい福祉施設で製作された商品を販売
します。
　施設で働く障がいのある方の工賃や、
自立支援に役立てられます。ぜひ、ご利
用ください。
 ８月２１日（水）～２３日（金）午前１０時
～午後４時 イトーヨーカドー武蔵小金
井店１階エスカレーター横 自立生活支
援課障害福祉係（☎０４２栗３８７栗９８４８）

時
所

問

イトーヨーカドー武蔵小金井店で
障がい福祉施設で
製作された商品を販売%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　７０歳以上の方が都営交通およ
び都内民営バスを利用できる東
京都発行の「東京都シルバーパ
ス」は、９月３０日で使用期限が切
れます。１０月１日から使用でき
るパスの更新手続きは、指定団
体「東京バス協会」が行います。
 ９月１０日（火）～２７日（金）
午前９時～午後４時（土曜・日
曜・祝日を除く）
 市役所第二庁舎３階３０１会議
室
■申込書８月下旬に、東京バス

時

所

協会から「更新申込書」等が郵
送されます
 課税・非課税証明書が必要な
方は、本人を証明できる公的機
関の発行した現住所の記載のあ
る書類をお持ちください（マイ
ナンバーカードや運転免許証等
の顔写真付きのものは１点、健
康保険証や年金手帳等の顔写真
のないものは２点必要です）
 東京バス協会（☎０３－５３０８－
６９５０＝土曜・日曜・祝日を除く
午前９時～午後５時）

他

問

　手話をはじめとした多言語
の通訳に対応したタブレット
端末を、市役所第二庁舎およ
び保健センターに配置してい
ます。ぜひ、ご利用ください。
 自立生活支援課障害福祉係
（☎０４２－３８７－９８４８ ０４２－
３８４－２５２４）

問

FAX

手話通訳等手話通訳等にに
対応したタブレッ対応したタブレットト

端末を配端末を配置置

東京都シルバーパスの
一斉更新窓口を開設
東京都シルバーパスの
一斉更新窓口を開設


